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④ 若者の意識・意向 

就労状況 

若者全体では、正社員で働いている人が最も多くなっています。一方で、契約社員、派遣社員、

パート・アルバイト等で働いている人も１割程度います。 

全体の３割程度が学生・生徒となっています。 

 

 

 

若者の居場所 

若者の半数以上が自分の部屋や家庭を自分の居場所と回答しています。その他、３割程度の若

者がインターネット空間を居場所であるとして回答し、２割程度の学生が学校を居場所であると

回答しています。 

 

■次の場所は、今のあなたにとって居場所となっていますか。 
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 若者の約２割が「自分には話せる人がいない」、「自分はまわりから取り残されている」と

感じています。また、2 割弱の若者が「自分はひとりぼっち」だと感じています。 

 

■あなたは、自分には話せる人がいないと思いますか 

 

 

■あなたは、自分はまわりから取り残されていると思いますか 

 

 

■あなたは、自分はひとりぼっちだと思いますか 

 

 

 地域の中にどのような場所があるとよいと思うかを聞いたところ、約半数の若者が「気の

合う人同士でおしゃべりしたり、ゆったりと過ごせたりする場所」、「自分のペースで静かに

学習できる場所」、「野外でからだを動かしてスポーツ活動ができる場所」と回答しました。

いずれの選択肢に対しても約３割以上の若者があるとよいと回答しました。 

 

■あなたは、地域の中にどのような場所があるとよいと思いますか 
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若者の自己肯定感・自己有用感 

自分を好きかという質問では、回答した 65％の若者が「好き」もしくは「どちらかといえば好

き」であると回答しました。「自分の将来は明るいと思う」と回答する若者は約 6 割である一方、

約 4 割の若者が、「自分が役に立たないと感じている」と回答しています。 

○自分を好きだと思っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自分の将来は明るいと思っているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

○自分が役に立たないと強く感じているか 
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地域活動への参加状況 

若者の半数がこれまでに地域活動に参加したことがあると回答しています。具体的には、「地域

の清掃やごみ拾いなどのボランティア活動」、「地域のお祭りや運動会のイベント」へ参加したこ

とがあると回答した若者の割合が高くなっています。 

 

■【R５】これまでに参加したことのある活動 
■【H30】この一年間に参加したことのある活動（参考） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

選挙への参加状況と参加意向 

「毎回行っていた」が最も多く 47.1%、次いで「ときどき行っていた」が 36.4%、「行ってい

ない」が 15.7%となっています。また、80.7%の若者が今後国政選挙や地方選挙へ「行く」と

回答しています。 

 

■これまでに国政選挙や地方選挙に行っていますか 
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■今後、国政選挙や地方選挙に行きますか 

 

 

 

 

 

悩みや困っていることについて 

若者の約 5 割が社会生活や日常生活を円滑に送ることができなくなった経験があると回答して

います。その時の相談先は、「家族や親せき」、「学校の友達」へ回答した割合が高くなっています。 

 

■今までに社会生活や日常生活を円滑に送ることができなくなったことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■社会生活や日常生活を円滑に送ることができなくなったときに、どういった人に相談しますか 
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（３）子ども・若者の意識・意向＜ヒアリング調査の結果＞ 

 

 

調査結果（ヒアリングから分かったこと） 

【子どもの権利に関すること】 

○いずれのヒアリング対象施設・団体においても「豊島区子どもの権利に関する条例」を知

らない、なやミミやパンフレットを見たことはあるが権利についてはよく知らない、とい

う意見が多数であり、アンケートと同様の認知度の低さが見られました。 

 

【子どもの意見表明・参加の促進に関すること】 

◯周りの大人へ自分の意見を言える子どもと言えない子どもがいました。意見を言えない子

どもの回答について、「心配されるので言えない」など、自分から大人へ意見の出し方に悩

んでいる回答が多くありました。一方で、「意見を言ってもしょうがないけど、必要なこと

を、人を選んで聞いている」など、意見表明を行うことについて前向きにとらえて自分な

りに行動している意見も見られました。 

○地域の行事へ参加しているとの回答が多くあり、地域の神社のお祭りや各施設のイベント

に参加した経験を持っている子どもが多くいました。 

 

【子どもの居場所に関すること】 

◯放課後は、ヒアリング施設や公園でのサッカーやドッジボール、友人とのカードゲームの

他、家で過ごすという回答が多くありました。 

○ホッとできる場所としては、自分の家やヒアリングを行った施設を挙げる回答が多くあり

ました。 

 

【子どもの権利侵害の防止及び相談・救済に関すること】 

◯少数ながら暴力を受けた経験や傷つく言葉を言われた経験等を話す子どもがいました。 

◯また、「先生は子どもにやってはいけないということを自分はする」、「区役所に相談したけ

ど何もしてくれなかった」といった先生や区の対応に対する回答もありました。 

調査目的 

アンケート調査では把握しきれない子どもの思いや、困難を抱える子ども・若者の実態や

意識を把握することを目的に、関係機関や団体の協力を得て、子ども・若者へのヒアリン

グを実施しました。 

 

調査実施場所 

（１）子どもの居場所 

①子どもスキップ、②中高生センタージャンプ、③子ども食堂、④プレーパーク 

（２）困難を抱える子ども・若者 

①障害を持つ児童を受け入れている子どもスキップ 

②外国籍の子どもを対象に支援を行う団体 

③多様な性自認・性的指向の子どもを支援する団体 

④不登校・ひきこもりの経験がある子ども 

⑤虐待・ＤＶなどの被害を受けた子ども 
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【悩みや不安、相談に関すること】 

◯悩みや不安はない、無回答が多数でした。小学生では、友達や先生との関係や「中学生に

なったら友達ができるのか心配」、中高生以上では、将来への不安や自分の人間性、学校が

つまらない等の回答がありました。 

○悩みの相談先は、親や兄弟、仲の良い友達、先生という回答が多数ありました。一方で、

「誰にも言えない」等の回答もありました。また、相談窓口を知っている子どもはほぼい

ませんでした。 

○性的マイノリティの子どもからは、「親にも誰にも相談できる状況ではなく、親や学校へ性

的マイノリティに対する理解促進が必要である」という回答がありました。 

○利用しやすい相談先は、家や学校等身近なところで相談をしたいという回答がある一方で、

親などに絶対言わないでほしいという回答もありました。区の相談窓口については、区立

小中学校生徒全員へ導入されているタブレット端末を活用した相談システムである「アシ

スとおはなし」への好意的な回答や、相談できる人が近くにきてほしいといったアウトリ

ーチへの要望等、多様な回答がありました。 

 

【子どもの自己肯定感について】 

◯多くの子どもが「自分のことが好き」「毎日が楽しい」と回答しました。しかしながら、「自

分のことが嫌い」といった声もありました。 

○親や友達など、周りから大切にされているかという問いについては、多数が「大切にされ

ている」と回答しました。なかには、「親からは大切にされていない」「施設のスタッフか

らは大切にされているが、自分がそれに応えられていない」という意見もありました。 

 

【豊島区の施策に関すること】 

◯区役所にやってほしいこととして、公園に対する要望が多く出され、特に「野球やサッカ

ーができる公園を増やしてほしい」との声がありました。その他、自分が利用する施設を

増やしてほしいという声が多くありました。 
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第３章  施策の方向 
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  1 計画の基本理念 

○子ども・若者は生まれながらに権利の主体であり、自分らしい人生を自分で選ぶことがで

きます。そして、次の時代を担うかけがえのない宝です。 

 

○子ども・若者が自分らしく生きるために、子ども期に「豊島区子どもの権利に関する条例」

に掲げる『大切な子どもの権利』が保障され、ライフステージに応じた切れ目のない支援

を受けながら、今とこれからにとっての最善の利益を守られることが必要です。 

 

○豊かな文化を育み、様々な価値観をもつ人々がお互いを尊重し合い、共生するまち豊島区。

このまちで、子ども・若者は、身近な愛情に包まれて、自己肯定感を育みながら自尊感情

を醸成し、健やかに成長するとともに、多様な他者とともに未来を切り拓いていきます。 

 

○子ども・若者との対話をしながら、区のあらゆる施策に「豊島区子どもの権利に関する条

例」に掲げる子どもの権利保障の理念を反映するよう、ともに進めていきます。子供の声

の反映に当たっては、家庭、子どもに関わる施設、地域、行政など関係する機関と緊密に

連携し、子ども・若者の声や声なき声を丁寧に聴き、施策に結び付けていきます。 

 

〇すべての子ども・若者が、社会の一員として今を主体的に生き、明るい未来を切り拓くた

めに、安全安心に暮らし、成長できるまちづくりを推進します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【 基 本 理 念 】 

          子ども・若者とともにつくる 
    子どもの権利が保障され 自分らしく成長できるまち豊島区 
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  2 基本的な考え方 

豊島区では、計画の基本理念を実現するために、次に掲げる 6 つの目指す姿へ向けて必要な施

策を進めていきます。 

 

（１）子どもの権利が保障され、全ての子どもが居場所を持ち、自分らしく成長できるまち 

すべての子どもは、生まれながらに皆等しく、子どもの権利を持っており、その権利は保障

されるものです。そのために、以下の取組を進めていきます。 

〇子どもや子どもに関わる大人が子どもの権利への理解を深め、学びを継続することで、子ど

もの権利保障の理念が浸透するよう取組を推進します。 

〇子どもの社会参画を進めるため、自分のことに関する子どもの意見が尊重されつつ表明され、

それをおとなが受け止め、フィードバックするといった意見反映の取組を進めます。 

〇子どもが安心して過ごせる環境を確保するために、子どもの居場所を充実化させていきます。 

〇大切な子どもの権利が虐待やいじめなどにより侵害されないように権利侵害防止に取り組む

とともに、権利侵害が生じてしまった際のサポート体制を整備します。 

 

（２）全ての子ども・若者の最善の利益が守られ、安心して生きることができるまち 

子どもは、乳幼児期から学童期、思春期、青年期における様々な学びや体験を通して、成長

し、自立していきます。その過程においては、虐待、DV、ヤングケアラー、いじめ、不登校、

引きこもり、障害、非行など困難な状況にあったり、外国籍や性的なマイノリティであるため

に生きづらさを感じたりしている子ども・若者もいます。それら子ども・若者の多様性を容認

し、インクルージョンの視点でライフステージを通じて支援します。 

 

（３）妊娠期の方や子育て家庭が安心して子育てできるまち 

子どもが健やかに成長するためには、家庭が孤立することなく、また、保護者が過度な負担

やストレスを感じることなく、子どもと安心して暮らせる環境が必要です。そのために、医療・

健康支援、子育てサービス、家庭教育・相談支援、及び生活困窮やひとり親家庭への支援とい

った妊娠期の方や子育て家庭に係る包括的な支援を切れ目なく、プッシュ型で進めていきます。 

 

（４）一人ひとりの子どもが主体的に学び、育つことができるまち 

  子どもが自己肯定感を育み、自己として確立していけるように、子どもの育ちに係る質にも

目を向けて、幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実化を図るとともに、子どもの主体

性を尊重した学校環境を整備していきます。 
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（５）一人ひとりの若者が社会とつながり合い、自分らしく成長できるまち 

  若者が主体的に自らの人生を歩み、社会の一員として経済的・社会的に自立していけるよう 

に、生活力の向上や健康の確保を図るとともに就労支援・相談の支援を行います。また、居場

所や活動の場の充実度を高めつつ、若者の社会参画を促進します。 

 

（６）区民・地域・企業等が子ども・若者・家庭を支え、ともに成長できるまち 

  すべての子ども・若者の権利が保障され、つながり合い、最善の利益が守られる中で自分ら

しく成長できるように、豊島区の子ども・若者やその家族のために活動している人や団体、企

業等を支援し、連携・協働の取組を進めていきます。また、良質な子育て世帯向け住宅の供給

等の子育てしやすいハード環境を整備し、防犯や事故の防止等を進めることで、子ども・若者

が安全かつ安心して成長できるまちづくりを推進します。 

 

 



       

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
  
 

若者が社会とつながり合い 
自分らしく成長できるまち 

 

 

子どもの権利が保障され 

子どもが 

自分らしく成長できるまち 

(1)子どもの権利に関する理解促進 

 

(2)子どもの意見表明・反映及び社会参画の支援 

 

 

(3)子どもの居場所・体験活動の充実 

 

 

(4)子どもの権利侵害の防止及び相談・救済 

子
ど
も
・若
者
と
と
も
に
つ
く
る 

 

子
ど
も
の
権
利
が
保
障
さ
れ 

自
分
ら
し
く
成
長
で
き
る
ま
ち
豊
島
区 

 

子ども・若者が 

安心して 

生きることができるまち 

 

(1)①子どもの権利の普及啓発・情報発信 
(1)②子どもの権利に関する継続的な学びの推進 

(2)①子どもの意見表明・反映及び社会参画の仕組みづくり 
(2)②子どもの意見表明・反映及び社会参画への支援 

(3)①子どもの居場所の充実 
(3)②屋外遊び場の充実 
(3)③活動・体験機会の充実 
(3)④学習支援の充実 

(4)①児童虐待防止対策・いじめ防止対策 
(4)②相談・救済体制の整備 
 

 

 

安心して 

子育てできるまち 

(1)①妊娠期からの切れ目のない支援 
(1)②子どもの健康確保のための取組 
(2)①子育て支援サービスの充実 
(2)②家庭教育支援 
(2)③相談支援 
(2)④生活困窮家庭への支援 
(2)⑤ひとり親家庭への支援 

子どもが主体的に学び 

育つことができるまち 

(1)①教育・保育施設及び多様な保育サービスの充実 

(1)②幼児教育・保育の質の向上 

(1)③幼稚園・保育所と小学校の連携 

(2)①子どもの権利に関する継続的な学びの推進 

(2)②子どもの意見表明・反映及び社会参画への支援 

(2)③学校における活動・体験機会の充実 

(3)①子どもに関わる人への支援 

(3)②子どもに関わる人のための環境整備 

(1)一人ひとりに寄り添った支援 

 

 

 

 

 

(2)相談体制の充実と情報発信 

(1)①子どもの虐待防止（再掲）、ヤングケアラーへの支援 

(1)②社会的養育の推進 

(1)③子どものいじめ防止（再掲）、不登校、ひきこもりへの支援 

(1)④障害のある子ども・若者や医療的ケアの必要な子どもへの支援 

(1)⑤外国にルーツを持つ子ども・若者への支援 

(1)⑥非行・犯罪に陥った子ども・若者への支援 

(1)⑦その他配慮が必要な子ども・若者(DV、多様な性自認・性的指向の人々、自殺予防など)への支援 

(2)①相談体制の充実と情報発信 

取組の方向性 具体的取組 

 Ⅱ 

 Ⅲ 

 Ⅳ 

目指す姿 

 Ⅰ 

 

(1)子どもや家庭への医療・健康支援 

(2)子育て家庭への支援 

(1)①日常生活への支援 

(1)②経済的自立への支援 

(2)①居場所・活動の場の充実 

(2)②社会参画の推進 

 

区民・地域・企業等が 

子ども・若者・家庭を支え 

ともに成長できるまち 

 

(1)幼児期から学童期の教育・保育サービスの充実  

 

(2)子どもの主体性を尊重した学校環境の整備 

 

 

(3)子どもに関わる人への支援 

(1)若者の自立支援 

 

(2)若者の社会参画支援 
 

 Ⅵ 

 Ⅴ 

(1)区民・地域・企業等との連携・協働 

 

 

(2)安全・安心な社会環境の整備 

 

(3)子ども・若者が文化や芸術に親しむことのできる 

まちづくり 

基本 
理念 

(1)①地域の子ども・若者支援活動、子育て支援活動への支援 

(1)②区民や地域団体、大学との連携・協働及び地域ネットワークの形成 

(1)③仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し)①子育て世帯にやさしいまちづくりの推進 

(2)②有害環境等への対応 

(2)③事故予防・防犯の推進 

(3)①文化・芸術に親しむ環境づくり 
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 「４ 取組の方向性と施策」の留意事項 

 
ここでは、３施策の体系のうち、「取組の方向性」「具体的取組」の別に、取り組む方向性と

施策を記載しています。 

・「取組の方向性」ごとに【現状と課題】と【方向性】を記載し、「取組の方向性」には「計画

の進捗を測る指標」を設定し、指標の現状と計画期間で目指す方向性を示しています。 

 
 
 「計画の進捗を測る指標」記載例  
 

指標名 現状 目指す方向性 
（令和 11 年度） 

自分のことが「好き」と回答

した子どもの割合 
令和５年度 

・小学生 44.8％ 

・中高生 31.2％ ↗ 
 

次に、「計画の進捗を測る指標」を向上させるための取組として「具体的取組」を記載して

います。 

「重点事業」については、下記記載例のように、事業ごと事業目標・目標値を設定して、その

達成状況を点検していきます。 

 また、それぞれの「具体的取組」に関連する事業を計画事業として掲載しています。 

 「重点事業」や「計画事業」を推進することで「取組の方向性」の【計画の進捗を測る指

標】の向上を図り、計画全体の目標達成を目指します。 

 
 
 「具体的取組」記載例  
 

②子どもの権利に関する学習機会の確保・学習支援 
 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

3 

「子どもの権利」に関する
研修・講座の実施 

子どもに関わるおとな
に子どもの権利を学ぶ
機会を提供します。 

学校教諭や保育士、子どもに関わる施設職員に対して
子どもの権利に関する研修や、地域のおとなに対する
講座を実施します。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

①職員研修実施回数 
②出前講座実施回数 
③区民講演会実施回数 

①10 回 
②3 回 
③1 回 

①10 回 
②7 回 
③3 回 担当課 

子ども若者課 
指導課 

 
 
 
 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
148 社会的養育促進事業 民間事業者（フォスタリング機関）も活用した家庭養育の

普及啓発、委託促進とともに、社会的擁護の担い手の一つ
である児童養護施設の誘致を検討します。 

児童相談課 

  

※ 上記の例のように、新規で実施する事業や実施に向けて検討中の事業には、「事業名」の欄に 

    と記載しています。 

 事業ごとの「事業目標」 

 
計画期間で 

目指す方向性 

 

 指標の現状 

新規 

 
事業ごとの「目標値」 

新規 
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   ４ 取組の方向性と施策 

＜Ⅰ＞子どもの権利が保障され、全ての子どもが居場所をもち、自分らしく成長できるまち 

取組の方向性 

（１）子どもの権利に関する理解促進 

【現状と課題】 

豊島区が平成 18 年に「子どもの権利に関する条例」を制定してから 20 年が経過しよう

としています。この間、区はこの条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反

映させるよう取組を進めてきました。しかしながら、アンケート調査においては、本条例を

「知っている」と回答した人は保護者、子どもともに 1 割程度、子どもに関わる地域団体で

も６割未満となりました。5 年前の調査と比較すると認知度が少しずつ向上しており、子ど

もの権利に関する理解が進んでいる状況がうかがえますが、区民に十分浸透しているとは言

えません。 

また、区施設職員及び地域団体に対する調査では、「子どもの権利について学ぶ機会がない」

と回答した人が 6 割以上となっており、子どもの権利に関する普及・啓発が不足している状

況にあります。 

 

【方向性】 

「子どもの権利に関する条例」では、子どもが持つ権利を具体的に規定するとともに、家

庭・施設・地域における子どもの権利の保障についても規定しています。家庭・施設・地域な

どのあらゆる場面で子どもの権利が保障されるためには、子どもや子どもに関わる大人が子

どもの権利について理解を深め、一人ひとりが「子どもの最善の利益」の確保と実現を考え

ていくことが重要です。「子どもの権利に関する条例」の趣旨や子どもの権利が広く子どもや

子どもに関わる大人に浸透するよう、対象に合わせた効果的な手法での普及啓発や学習機会

の確保に取り組んでいきます。 

 
【計画の進捗を測る指標】 

指標名 現状 目指す方向性 
（令和 11 年度） 

「子どもの権利に関する条例」を

「知っている」と回答した人の割合 
令和 5 年度 

・子ども      7.8％ 

・保護者     14.7％ 

・若者     1.8％ 

・区施設職員 77.0％ 

・地域団体   57.3％ 

↗ 

職場や地域で子どもが子どもの権

利を学ぶ機会が「ある」と回答した

区施設職員・地域団体の人の割合 

令和 5 年度 
・区施設職員 54.7％ 

・地域団体  20.5％ ↗ 
区心理検査「自己肯定感」の設問に

おける肯定的回答率 
令和 5 年度 

・小学 6 年生 69.8％ 

・中学 3 年生 74.2％ 

目標値 

80.0％ 

根拠：計画策定のためのアンケート調査、区心理検査 
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【具体的な取組】  
①子どもの権利の普及啓発・情報発信 
 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

1 

「子どもの権利」の理解の普
及・啓発 

子どもの権利に関す
る条例の普及を図り
ます。 

小学生用リーフレットやマンガ版リーフレット、妊産婦
向け小冊子など、対象に合わせてわかりやすい広報資料
を作成し、学校や子どもに関わる施設等に配布します。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

多様な媒体による広
報・周知の充実 

周知用パンフレット等の
修正・配布 

・広報・周知用の動画作成 
・区内イベント等での普及

活動実施 
・SNS を活用した広報 

担当課 子ども若者課 

 
 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
2 「子ども月間」

事業 

子どもの権利に関する条例に基づく「子ども月間」（11 月）に地

域や子どもに関わる施設と連携・協働して子どもがいきいきと楽し

く様々な体験ができる機会をつくります。青少年育成委員会におい

ても地区ごとに運動会やお祭りなど子どもが地域活動に参加する

イベントを行っています。 

子ども若者課 

 
②子どもの権利に関する継続的な学びの推進 
 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

3 

「子どもの権利」に関する
研修・講座の実施 

子どもに関わるおとな
に子どもの権利を学ぶ
機会を提供します。 

学校教諭や保育士、子どもに関わる施設職員に対して
子どもの権利に関する研修や、地域のおとなに対する
講座を実施します。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

①職員研修実施回数 
②出前講座実施回数 
③区民講演会実施回数 

①10 回 
②3 回 
③1 回 

①10 回 
②7 回 
③3 回 担当課 

子ども若者課 

指導課 
 
 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
4 

 

 

学校における「子ど

もの権利」に関する

学習機会の確保 

「子どもの権利に関する条例」の学校での活用事例集を作

成し、学校での活用を推進します。また、講師派遣や民間団

体等の学習プログラムなどの子どもの権利を学ぶメニュー

を作成し、モデル校で順次実施し、子どもの権利の普及啓

発を推進します。 

子ども若者課 

指導課 

5 

 

 

保育の質向上事業 企業廃材等を活用した創作活動のワークショップや、子ど
もが様々な暴力から自分を守るための CAP プログラムを
区立保育園においてモデル的に実施し、子どもの多様な体
験機会の確保や保育の質向上を図ります。 

保育課 
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取組の方向性 

（２）子どもの意見表明・反映及び社会参画の促進 
 
【現状と課題】 

豊島区では、学校施設を活用した小学生の放課後の居場所である「子どもスキップ」や、

中高生向け児童館である「中高生センタージャンプ」において利用者会議を開催し、子ども

が自分の意見を表明する機会を提供するとともに、会議での意見は施設運営や行事の開催等

へ反映させる取組を進めてきました。 

また、子どもの意見表明機会の提供と区政参画を目的として、区政に関するテーマについ

て話し合い区長や区職員等へ発表する「としま子ども会議」を開催しています。令和 5 年 6

月からは、小中学生等の声をこれまで以上に区政に反映させるための子ども向け「広聴はが

き」を区民ひろば等の区施設に設置し、区長への手紙として投函する「子どもレター」事業

を開始し、意見への区の取組内容を手紙の返信によりフィードバックすることで、子どもの

区政参画を推進する取組を進めています。 

令和 5 年度に実施したアンケート調査においては、子どもは家庭や学校で自分の意見を聞

いてもらえており、また保護者や学校職員も子どもの意見を聞くことができていると認識し

ていることが示されています。一方で、子どもが地域で意見を言えると思うと回答した割合

及び、地域においても子どもの意見を実現できていると思うと回答した割合は、家庭や学校

と比べて低くなる傾向が見られました。 

 

【方向性】 

子どもの意見が尊重されながら社会に参画できるようにするために、子どもが意見を表明

できる機会を確保していきます。また、学校や児童館等の子ども施設においても子どもの意

見や話し合ったことを受け止め、施設運営等に反映されるような取組を進めます。 

また、子どもが地域社会の一員として主体的に地域に参加できるように、地域活動参加の

機会確保や参画促進の支援を行います。 

 

【計画の進捗を測る指標】 

指標名 現状 目指す方向性 
（令和 11 年度） 

家で何かを決めるとき、「意見を言え

る」と回答した子どもの割合 
令和 5 年度 

・小学生 86.5％ 

・中高生 92.7％ → 
家で「意見や思いを大切にされた」と回

答した子どもの割合 
令和 5 年度 

・小学生 52.2% 

・中高生 51.6% ↗ 
子どもが自主的・主体的に地域や活動

に参加できる機会が「どちらかという

とある」と回答した区民の割合 

令和 5 年度 
18 歳以上の区民 

 19.9％ ↗ 
地域活動・イベント・ボランティア等に

参加したことがあると回答した子ども

の割合 

令和 5 年度 
・小学生 35.2％ 

・中高生 33.7％ ↗ 
根拠：計画策定のためのアンケート調査、協働のまちづくりに関する区民意識調査 



第 3 章 施策の方向 

   
 

- 64 - 

【具体的な取組】 
①子どもの意見表明・反映及び社会参画の仕組みづくり 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

6 

としま子ども会議の開催 

子どもの区政への参
加と意見表明の機会
を提供します。 

「子どもの権利に関する条例」に基づく「としま子ども会
議」として、区内の小中学生が、区政に関するテーマについ
て話し合い、意見をまとめて区長や区職員等に発表します。
区は子どもの意見を聞き、施策に反映するよう努めます。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

担当課 子ども若者課 
①参加者数 
②提案採択数 

①17 人 
②2 件 

①30 人 
②3 件 

 
 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
７ 利用者会議の開

催 
子どもスキップや中高生センターにおいて、利用者会議を開催
し、会議で出された意見などは、施設運営や行事に反映させます。 

子ども若者課 
放課後対策課 

 
②子どもの意見表明・反映及び社会参画への支援 

 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
８ 子ども地域活

動支援事業 
子どもが地域社会の大事な担い手として、大人と一緒に地域活動
に参加できるよう、地域団体等の協力を得ながら、その機会づく
りと参加促進の支援等を行います。 

子ども若者課 

９ 青少年指導者
養成事業 

小学校 4 年生から中学生を対象に、地域青少年活動の充実、振興
を図るため、キャンプを中心にリーダー養成講座を実施します。 

学習・スポーツ
課 
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取組の方向性 

（３）子どもの居場所・体験活動の充実 
【現状と課題】 

子どもは、遊びを通じて自主性・創造性・協調性などを身に付け、心身ともに健やかに成

長します。「子どもの権利に関する条例」においても、子どもが憩い、遊び、学ぶ権利や文化

や芸術、スポーツ等に触れて豊かな自己や表現力を育む権利が保障されています。 

豊島区では、子どもが安心して遊ぶことができるプレーパークや、学校施設を利用した活

動の場である子どもスキップ、中高生の活動の場である中高生センタージャンプなどを運営

し、子どもの遊び場や活動の場の充実に取り組んできました。 

アンケート調査では、子どもスキップや中高生センタージャンプ、公園、区民ひろば等に

関する満足度は高く、取組の効果も表れています。 

一方で、それら施設の認知度や利用した子どもの割合は低く、また、子ども・保護者とも

に子どもの遊び場や活動の場の整備を望む声は依然として多いことから、子どもが自由に遊

び、自分の好きな活動ができる場の広報と拡充が必要とされています。 

 

【方向性】 

子どもが安心して憩い、遊び、学べる環境を確保するため、子どもの居場所や遊び場の整

備を検討します。既存の施設については、子どもにとってより魅力のある居場所になるよう

内容の充実に取り組むとともに、居場所の拡充へ向けて既存施設の活用や区民ひろばとの連

携等について検討していきます。 

また、子どもの置かれた様々な状況に寄り添い、豊かな情操を育むために、地域や企業・

NPO 団体等と連携した居場所や活動の場の創出に取り組みます。 

 

【計画の進捗を測る指標】 

指標名 現状 目指す方向性 
（令和 11 年度） 

子どもの遊び場が充実し

ていると回答した保護者

の割合 

令和 5 年度 

・就学前 60.1％ 

・小学生 40.5％ 

・中高生 39.1％ 
↗ 

子どもがホッとできる居

場所として「地域」と回答

した割合 

令和 5 年度 
・小学生 19.7％ 

・中高生 13.7％ ↗ 

区の施設や事業の満足度 
令和 5 年度 

（小・中学生） 

・子どもスキップ 62.5％ 

・中高生センター 66.1％ 

・公園 66.1％ 

・ 学 校 の 校 庭 開 放 ・ 施 設 開 放 

66.9％ 

↗ 

根拠：計画策定のためのアンケート調査 
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【具体的な取組】 
①子どもの居場所の充実 
 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

10 

中高生センターの運営 

中高生の放課後の居
場所を提供し、自主的
な活動を支援します。 

中高生等が音楽、スポーツ活動、友だちとの語らいや情
報交換などを行う場として中高生センターを運営し、自
主的な活動や社会参加等を支援します。また、中高生の
心身が傷つけられないよう、関係諸機関や団体と連携し
て、その予防や早期発見に努めています。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

担当課 子ども若者課 
①登録者数 
②延べ利用者数 

①2,037 人 
②25,040 人 

①2,500 人 
②30,000 人 

 
事業名 事業目標 事業内容 

11 

子どもスキップの運営・
改築 

小学生の放課後の居場所を
提供し、放課後児童支援員
の指導のもと、安心・安全な
遊びを通じて子どもたちの
交流を図ります。 

小学生の放課後の安全・安心な居場所として、区立
小学校 22 校に、校舎内、敷地内または隣接地にて、
学童クラブの機能を持たせた子どもスキップを運営
しています。また、別棟建設などで利用者数増加に
対応するなど施設面での改善を図り、より一層安全・
安心な環境を整えています。 

目標 現状値（令和 5 年度） 
目標値（令和 11 年

度） 

担当課 放課後対策課 
延べ利用者数 589,811 人 540,000 人 

 
 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
12 放課後子ども

教室事業 

区立小学校において、放課後や週末等に、地域住民の参加と協力を得て、
子どもたちを対象に学習やスポーツ・文化活動、交流活動等を行います。 

放課後対

策課 

13 子ども食堂ネ

ットワーク 

地域で活動する「子ども食堂」の連絡会「としま子ども食堂ネットワー
ク」への情報提供や広報の支援を行います。子ども食堂の運営方法等、
運営者同士が情報交換を通して安全に支援活動の輪を広げていきます。 

子ども若

者課 

 

②屋外遊び場の充実 
 
 重点事業  

事業名 事業目標 事業内容 

14 

プレーパーク事業 

子どもたちが屋外で安全に
楽しく遊べる機会の充実を
図ります。 

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができるプレ
ーパーク（冒険遊び場）事業を推進します。池袋本町
プレーパークの他、身近な地域で冒険遊びなどを体験
できるよう、出張プレーパークを実施します。また、
池袋本町プレーパークは、子どもが自由に過ごし、自
分らしく、ゆったりと安心できる場所としての機能も
併せ持ちます。 

目標 現状値（令和 5 年度） 目標値（令和 11 年度） 

担当課 子ども若者課 
①参加者数 
②出張プレーパーク開催数 

①28,707 人 
②8 回 

①32,000 人 
②10 回 
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 計画事業  

事業名 事業内容 担当課 
15 小学校開放事業 放課後や学校休業中の児童の身近で安全な遊び場として、小学校の校

庭を開放します。 
放 課 後 対 策

課 

16 公園・児童遊園

新設改良事業 

既設の区立公園・児童遊園においては、子育て世代を含めた住民ニー
ズ等を踏まえ、再整備を検討します。 

公園緑地課 

17 「としまキッズ

パーク」の運営 

障害のある子もない子も一緒に遊べる「としまキッズパーク」の運営
を令和 8 年度まで延長します。公園内には「ミニトレイン」を走らせ
るとともに遊具を整備し、子どもが安心して遊べる場にします。 

公園緑地課 

③活動・体験機会の充実 

 計画事業  
事業名 事業内容 担当課 

18 次 世 代 育 成 事

業助成 

区内の子どもたちが気軽に美術や音楽、ダンスなど、様々な芸術に

触れ、親しむ場と機会を提供します。（としま未来文化財団助成事

業） 

文化デザイン

課 

19 図 書 館 お は な

し会・読み聞か

せ事業 

子どもの読書活動を推進するため、図書館でのおはなし会をはじめ、

区立保育園・幼稚園、小・中学校などを訪問、あるいは図書館に招待

しての読み聞かせや、図書館利用の案内などを実施します。また、読

み聞かせボランティア育成のための講習会を開催します。 

図書館課 

20 生 涯 ス ポ ー ツ

推進事業 

子どもが体を動かすことが好きになるよう各種のスポーツを体験す

る機会を提供するとともに、地域のスポーツ指導者を対象として、

スポーツ理論や実践の講習を行い、スポーツリーダーを育成します。 

学習・スポーツ

課 

14 プ レ ー パ ー ク

事業【再掲】 

 

子どもが自由で豊かな遊びと多様な体験ができるプレーパーク（冒

険遊び場）事業を推進します。池袋本町プレーパークの他、身近な地

域で冒険遊びなどを体験できるよう、出張プレーパークを実施しま

す。また、池袋本町プレーパークは、子どもが自由に過ごし、自分ら

しく、ゆったりと安心できる場所としての機能も併せ持ちます。 

子ども若者課 

④学習支援の充実 

 計画事業  
事業名 事業内容 担当課 

21 としま地域未来塾 様々な事情等により学習習慣が十分に身に付いていない、学習の仕
方が分からない生徒の学習をタブレット型 PC を活用して支援し、
学力の定着や希望する高等学校等への進学に繋がるよう支援を図
ります。 

指導課 

22 小・中学校補習支

援チューター事業 

各学校が放課後や長期休業期間に実施している補習授業を支援す
るため、大学生等を補習支援チューターとして配置します。 

指導課 

23 ひとり親家庭等の

子どもに対する学

習支援事業 

ひとり親世帯等の子どもに対し、継続的に利用できる学習会を実施
し、学習指導、進路、将来の希望等に関する助言、不安・悩みの相
談に応じます。また、ひとり親相談員との連携により保護者・家庭
等に関する生活支援を行います。 

子 育 て 支 援

課 

24 としま子ども学習

支援ネットワーク

「とこネット」 

子育て世帯を対象に、保護者へは就労体験や各種助成制度の照会な
ど困窮課題解決のための支援を行います。また。子どもへは区内の
無料学習支援活動を行う団体等を紹介します。 

福祉総務課 

 

 

 




